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射水市高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定支援業務 

仕様書 

 

１　業務名 

射水市高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定支援業務 

 

２　期間 

委託契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３　目的 

本業務は、介護保険制度を取り巻く国や県の動向を把握するとともに、第９期計画

における介護保険給付実績の検証、高齢者福祉施策の実施状況及び射水市に居住する

高齢者の状況等を的確に把握し、射水市が取り組むべき課題や高齢者福祉施策の方向

性、サービス見込量等を定める、射水市高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事業計

画（以下「第１０期計画」という。）を策定することを目的とする。 

 

４　業務内容 

【令和７年度業務】 

（１）アンケート調査の実施 

　　　現状の把握及び第１０期計画での重点施策検討の基礎資料とするため、以下のアン

ケート調査を実施する。受注者は、調査結果について地域包括ケア「見える化システ

ム」に登録できる形式へデータ加工を行う。また、各調査の調査結果については、受注

者が地域包括ケア「見える化システム」へ登録する。 

 

　①日常生活圏域ニーズ調査の作成、印刷及び調査結果の入力・集計・分析 

日常圏域ごとの高齢者の意識、生活実態、健康状態、介護環境等を調査し、日常生活

や地域における課題、サービスの利用状況、ニーズ等の把握を行う。調査項目について

は今年度国が示す予定となっている「日常生活圏域ニーズ調査」を基本としつつ、射水

市独自設問も加えた内容で調査票を作成すること。 

 

ア【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施概要】 

　 

 

 
調査対象

65 歳以上の一般高齢者、基本チェックリスト該当者及び要支援

１・２に認定された者

 配布数 １種　４，０００票

 調査方法 郵送法

 
集計方法

単純集計、属性別クロス集計、その他分析上必要な設問間のクロ

ス集計
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イ【業務分担】 

 

②在宅介護実態調査の分析 

介護している家族の生活実態や抱える問題等を把握し、要介護者の在宅生活の継続

と介護離職の防止に資するサービスの検討のための基礎資料とするため、要介護認定

者の家族を対象とした調査を行う。調査は、射水市が、要介護認定調査と併せて認定調

査員により実施する。 

 

ア【在宅介護実態調査の実施概要】 

　 

イ【業務分担】 

 

③事業所調査の分析 

介護現場で抱える問題等を把握し、介護職員の離職等サービス提供者の実態・意向

等を把握するために調査を実施する。 

 作業内容 射水市 受託者

 調査票の確定　 ○ ○

 受取人払い承認番号取得 ○

 対象者の抽出 ○

 調査票の印刷、付番 ○

 発送用封筒・返信用紙封筒印刷 ○

 宛名ラベル作成 ○

 宛名ラベル貼付、封入封緘 ○

 対象者への調査票の発送 ○

 回答済み調査票の回収 ○

 調査票開封、回答結果入力・集計・分析・評価　 ○

 報告書の作成・印刷　 ○

 調査対象 認定調査の対象となる高齢者の家族

 調査回収数 １種　６００票

 調査方法 認定調査員による聞き取り調査

 
集計方法

単純集計、属性別クロス集計、その他分析上必要な設問間のクロ

ス集計

 作業内容 射水市 受託者

 調査票の確定　 ○ ○

 対象者の抽出 ○

 調査票の印刷、付番 ○

 回答済み調査票の回収 ○

 調査票開封、回答結果入力・集計・分析・評価　 ○

 報告書の作成・印刷　 ○
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調査票の印刷、配布・回収に必要な作業は、射水市が行う。受託者は、調査票の設計、

調査結果の入力・集計・分析を行い、結果をとりまとめる。 

 

【事業所調査の実施概要】 

 

（２）基礎的な地域データ及び資料の整理分析並びにその他の調査の分析 

　　　高齢者福祉・介護保険をめぐる施策動向、射水市の概要及び社会経済的特性、地域　　　　　

福祉資源の整備状況、高齢者の現況動向及びサービスの利用状況等について、射水市

が提供する電子データや資料をもとに整理分析を行う。 

 

【令和８年度業務】 

（３）介護給付実績の集計・分析の実施及び分析報告書原稿の作成 

　射水市が提供する国保連給付実績データ等（地域包括ケア「見える化」システムによ

るデータ等）に基づき、介護認定者の推移、サービスの利用状況、給付実績に関する給

付状況の分析及び分析報告書原稿の作成を行う。 

 

（４）計画目標量の設定 

第１０期計画の前提となる圏域の将来人口および高齢者人口を設定し、国から提示

されるワークシート（エクセル版を想定）により要支援・要介護者数、介護保険サービ

ス利用者数を推計するとともに、介護保険サービス見込量、介護保険給付費、第１０期

介護保険料の設定支援を行う。 

 

（５）施策・事業の実施状況の評価及び課題のとりまとめ 

『地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律』が施

行され、引き続き包括ケアの充実及び拡充が必要となるため、第９期計画の分析結果

及び計画内容を十分活用したうえで第１０期計画の策定を行うこととする。 

第９期計画における施策・事業の実施状況について、調査シートの設計及び結果の

とりまとめを行い、評価を行う。 

 

（６）計画骨子案・素案の作成 

これまでの調査結果を踏まえて第１０期計画及び認知症施策等の基本課題や施策方

針を整理し、今後の重点課題と施策の目標・体系をとりまとめた計画骨子案、計画素案

を作成し、内容の協議を行う。 

 

（７）パブリックコメントの実施支援 

 調査対象 市内事業所

 調査回収数 １種　１６０票

 
集計方法

単純集計、属性別クロス集計、その他分析上必要な設問間のクロ

ス集計
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計画素案についてのパブリックコメントを射水市が実施するにあたり、実施方法やとり

まとめに関するアドバイスを行う。 

 

【令和７～８年度業務】 

（８）射水市高齢者保健福祉・介護保険事業計画推進委員会の運営支援・会議録の作成 

　　　アンケート調査を実施し、計画内容を審議するために設置された射水市高齢者保健

福祉・介護保険事業計画推進委員会（令和７年度１回程度、令和８年度４回程度）の運

営について、会議資料（原データ）を作成するとともに、委員会に出席し、会議録の作

成や協議事項に関する助言等の支援を行う。 

 

（９）関連例規整備情報提供及び先進事例の情報提供（関連例規整備情報提供を含む） 

①　全国の幅広い事例や同等規模の自治体の取組み内容を参考にする場合がある。受託

者は、射水市が施策を検討する際の資料として、全国の特色ある施策の情報提供を行

うこと。 

また、国の方向性及び会議内容についての概略、書籍など幅広い情報提供を行うこ

と。 

②　介護保険法や老人福祉法を中心に福祉関係法令と本計画内容の整合性を図ることを

目的として、地域包括ケアシステム強化のための介護保険法等の一部を改正する法律

を中心に今後、福祉関連法令が改正される都度、随時助言すること。 

 

５　成果品 

（１）アンケート調査報告書（Ａ４判、１５０頁程度、１色刷）：３部 

（２）高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事業計画 

（３）高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事業計画概要版 

（Ａ４判　８頁程度　フルカラー） 

（４）上記（１）～（３）データー一式 

 

６　その他 

（１）本市の情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、受託業者はプライバシ

ーマークを取得しかつ個人情報を適切に管理・運用した証明として登録証の写しを業務

着手時に提出する。 

（２）業務を遂行する上で知り得た情報は目的以外には使用せず、また、外部へ一切漏洩し

ないこと。業務の実施後も同様とする。 

（３）業務の実施については、射水市と連絡を取り合い十分な打ち合わせを行い、業務の目

的を達成しなければならない。 

（４）当該計画に係る事項について、今後新たな方針が国及び県から示さるなど状況が変化

した場合には射水市と協議の上、本業務内容を変更することができる。その際の経費の

負担についても射水市と受託者とで協議の上決定する。 

（５）受託者は工程表に基づき適正な工程管理を行わなければならない。なお、発注者から

進捗状況の報告を求められた場合は、速やかに報告しなければならない。 
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（６）本仕様書記載以外の事項で疑義が生じた場合には、射水市及び受託者の協議により決

定するものとする。 

 


